
別記１ 

 

 法第７条の６第１項第１号の規定による仮使用認定（特定行政庁の仮使用認定） 

 

  標準処理期間 ： ２１日 

 

 

 

    

   ⑥ 防火対象物使用開始届提出  正本１部  副本１部           

                 ⑦ 防火対象物使用開始届 副本、検査済証等 

   

              

 

                  

                 

   

      

 

 

              審査  

                検査  

 

 

 （10 日以内に回答 

  できない旨の通知） ⑤回答       

                   副本１部          

                   様式第４号           

                     

 

              ③照会 正本１部 副本１部 

              ④回答 副本１部 

               様式第４号 

 

 

 

 

 

                                        協 議                                    

                                                                      

申 請 者 
 

特 定 行 政 庁 
（建築情報相談課） 

 

消 防 局 
（予防課） 

 

消防局 

（指導課） 

管轄消防署 
正本１部 保存 

 

②照会 

正本１部 

副本１部 

様式第 3号 

①申請 

正本 2 部 

副本 1 部 

提出 

⑧認定 

副本１部 

返却 

申請者は、防火対象物使用開始届等の副本を 

コピーして提出。 

ＦＡＸ等 

認定・ 

認定しない旨の通

知 

様式第５号 

(認定を保留する旨の通知) 

様式第 1号 

(認定しない旨の通知) 

様式第 2号 



別記２ 

 

 法第７条の６第１項第２号の規定による仮使用認定（建築主事の仮使用認定） 

 

  標準処理期間 ： ２１日 

 

 

 

    

   ⑥ 消防計画・防火対象物使用開始届提出  正本１部  副本１部           

                 ⑦ 消防計画・防火対象物使用開始届 副本、検査済証等 

   

             

 

                             

                          

    

      

 

 

              審査 

                検査 

 

 

（10 日以内に回答 

  できない旨の通知） ⑤回答                

                様式第４号                  

                                                 

                          

 

              ③照会  

              ④回答  

               様式第４号 

 

 

 

 

協議・確認 

                                                              

                                    

                                                                      

申 請 者 
 

建 築 主 事 
（建築情報相談課） 

 

消 防 局 
（予防課） 

 

消防局（指導課） 

（防火対象物使用開始届） 

管轄消防署 
（消防計画） 

 

①申請 

正本 1 部 

副本 1 部 

提出 

⑧認定 

副本１部 

返却 

申請者は、防火対象物使用開始届等の副本を 

コピーして提出。 

②照会 

様式第 3号 ＦＡＸ等 

認定・ 

認定しない旨の通

知 

様式第５号 

(認定を保留する旨の通知)  

様式第 1号 

(認定しない旨の通知) 

様式第 2号 



 

 

法第７条の６第１項第２号の規定による仮使用認定（指定確認検査機関の仮使用認定） 

 

 

 

 

 

    

②消防計画・防火対象物使用開始届提出  正本１部  副本１部           

③消防計画・防火対象物使用開始届 副本、検査済証等 

   

              

 

④認定   

 

                            

          

 

 

              審査 

                検査 
 

  

        (適合しないと認める旨の通知) 

                                                （照会） 

 

                                           

 

 

 

              様式第６号 

               

 

協議・確認 

 

 

参 考 

申 請 者 
 

指定確認検査機関 

特定行政庁 
（建築情報相談課） 
 

※申請者は必ず事前に消防と協議する 

こと。 

消 防 局 
（予防課） 

⑥送付 ⑦送付 

①申請 
 

⑤報告書 

（７日以内） 

※報告内容に 

変更があった 

場合も含む。 

消防局（指導課） 

（防火対象物使用開始届） 

管轄消防署 
（消防計画） 

 

※必要に応じて消防署へ照会をする

こと。 

※申請者は、法第 90 条の 3 に該当する場合

は、特定行政庁（建築情報相談課）へ工

事中における安全上の措置等に関する計

画の届出をすること。 


